
教育委員会だより

リサイクル本市休館日のお知らせ
日　時　３月１日㈰　午後1時～
＊本がなくなり次第終了の予定
場　所　ジョイじょぐら内図書室入口

３月２４日㈫～３月２９日㈰
＊図書整理のため、図書室をお休みします。
　返却は図書室入口の返却箱にお願いします。

問い合わせ先　「奨学資金貸付」に関すること
　　　　　　　 教育委員会事務局　学校教育グループ� ☎０１３９－５５－２２３０
　　　　　　　「医療従事者養成支援修学資金貸付制度」に関すること
　　　　　　　 保健福祉課　健康支援グループ� ☎０１３９－５５－４４６０

奨学資金に関するお知らせ
　町では、大学・短大・高専・看護師養成機関・高校などに在学している方が、経済的な理由に
より修学困難である場合に、奨学資金の貸付けを行っています。

　将来、町内医療機関で医師として勤務を希望する方や町内医療機関または道立江差病院で看護
師として勤務を希望する方は「上ノ国町医療従事者養成支援修学資金貸付制度」を利用できます。
　詳細につきましては、保健福祉課健康支援グループにお問い合わせください。

■貸付金額
①大学・正看護師養成機関� ･･･　月額４万円
②短大・高等専門学校� ･･･　月額３万円　専修学校（専門課程）
③高等学校・準看護師養成機関� ･･･　月額２万円　専修学校（高等課程）

■申請方法
　申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せ
て教育委員会学校教育グループに提出してくださ
い。
　申請書は教育委員会窓口に設置しているほか、
町ホームページからもダウンロードが可能です。

奨学資金貸付に係る申請書の
ダウンロードはこちらから

【町ホームページ】
https://www.town.

kaminokuni.lg.jp/hotnews/
detail/00002198.html

■申請に必要な書類
①奨学資金貸付申請書
②在学証明書および成績証明書※
③申請者および保護者などの世帯全員の住民票
④保護者などの納税証明書または非課税証明書
※�４月に大学へ入学した方が申請する場合、大学の在学
証明書および高校の成績証明書が必要です。

■その他
・�申請者（奨学資金貸与対象者）の住所を上ノ国町外に移している場合は、本人の戸籍抄本が必要です。
・�貸付の可否は上記の書類に基づき選考し、決定します。
　貸付終了後、１年間の据置期間を設けたのち、１０年間で償還（無利子）していただきます。

図書だより

図書新着ごあんない

＊成瀬は都を駆け抜ける� 宮島未奈／著

＊変な地図� 雨穴／著　　

＊晴れ日の木馬たち� 原田マハ／著

＊失われた貌� 櫻田智也／著　

＊殺し屋の営業術� 野宮有／著　　

＊時の家� 鳥山まこと／著

＊うらぎり長屋� 高瀬乃一／著　
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